












宅診療（訪問診療や往診）、看護師が訪問してケアを行う

訪問看護、理学療法士や作業療法士が行う訪問リハビリ

テーションなどが含まれます。

　私が主体的に関わっている在宅診療としては「訪問診

療」と「往診」とに分けられます。

　訪問診療とは、計画的な医療サービス（＝診療）を行うこ

とです。毎週○曜日の○時にと約束して医師が訪問の上、

診療します。

　患者さんやご家族（利用者）からご相談やご依頼を受け

た時点で、これまでの病歴、現在の病気、病状などを詳しく

伺うとともに、関係医療機関などから情報収集を図ります。

その上で、どのような治療を受けられたいか、ご家族の介護

力や経済的な事情なども詳しく伺いながら、診療計画、訪

問スケジュールをたてていきます。

　一般的には1週間ないし2週間に1回の割合で定期的、

且つ、計画的に訪問し、診察、各種処置、薬の処方、療養上

の相談、医学的な指導等を行っていきます。計画的定期的

な医療を安定して提供できることによって、容態悪化の予

防や自宅や施設にいながらの長期療養も可能になります。

　尚、急変時には緊急訪問に伺ったり、入院の手配をサ

ポートしたり、最期の時はお看取りに伺うなど、臨機応変

に対応することからも、「第一のかかりつけ医」として、一般

的には24時間体制で在宅療養をサポートするのが、訪問

診療の特色です。

　在宅診療に携わっている医療関係者は『家にいたいをみ

んなで支えよう！』をスローガンに掲げ、いろんな人と協力し

て知恵を絞ってなんとかすることをモットーにしています。

　具体的な医療行為としては、一般的な内科的診察、簡単

な外科的処置、定期的な血液・尿などの検査、定期薬の処

方、人工呼吸器の管理、点滴、経管栄養の管理やペグ交換、

尿道カテーテルの管理、緩和ケア、臨時往診などなどです。

　一方、往診とは、かかりつけの患者さんに通院できない事

情が発生した場合に診察の要請を受け、医師がその都度、

診療を行う医療行為です。突発的な病状の変化に対して、

救急車を呼ぶほどでもない場合など、普段からお世話に

なっているホームドクターにお願いして診察に来てもらう

もので、基本的には困ったときの臨時の手段で、しかも医療

行為もかなり制限されます。

　いずれは在宅診療だけを生業にして生計を立てたいと

願っておりますが、当法人での事業が本格的に開始されるま

でには色々と準備や手続きに時間がかかりそうなので、それ

までは整形外科部門のお手伝いをさせていただいています。

　それでは皆様、救急車が何台も連なってやってくるよう

な急性期病院で勤務するのは超久しぶりなので、やたらと

あたふたしていたり、電子カルテの前でフリーズしています

が、暖かい眼差しでそっとしておいていただけますよう心よ

りお願い申し上げます。
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2022年12月2日（公財）日本医療機能評価機構が行う病院機能評価

の更新認定（機能種別版評価項目3rdG：Ver.2.0）を受けました。

2001年に認定され4回目の更新となります。

今後も、質改善に取り組み続けられる体制・組織づくりに努めたいと考

えています。

五日市記念病院
病院機能評価認定更新




































